
 

 

平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金交付要綱 

                                                                

（趣旨） 

第１条 県では、建設業者等の新分野進出を促進するため、建設業者等が行うエネ

ルギー作物の栽培試験に要する経費について、平成２０年度予算の範囲内におい

て、当該建設業者等に対し、青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交

付に関する規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 

（１）建設業者等 次に掲げるものをいう。 

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第３項に規定する建設業者

で主たる営業所を青森県内に有する者 

イ アに該当する者を含む２者以上で構成するグループ 

 

（２）エネルギー作物  

   スイートソルガム、柳、スイッチグラス、ネピアグラス、牧草類 

 

（３）新分野進出 建設業者等が日本標準産業分類において建設業以外の大分類の

業種区分の事業（土木建築サービス業に属する事業及び風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）の規定に基づ

く規制の対象とされる事業を除く。）へ進出することをいう。 

 

（補助対象事業） 

第３条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、エネルギ

ー作物の試験栽培事業とする。 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補

助金の額（以下「補助金額」という）は、別表のとおりとする 

 

（申請書等） 

第５条 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

 

 



 

 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付すべき書類は、

次の表のとおりとする。 

書類 様式 部数 

補助事業計画書 第２号様式 正本１部 

収支予算書 第３号様式 正本１部 

第２条第１号アの建設業者の建設業許可通知書の写

し 

－ １部 

その他知事が必要と認める書類 － １部 

 

３ 補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税額及び地方

消費税額に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相

当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率

を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して

交付申請するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第

５条の規定により付された条件となるものとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分の変更（各経費区分間のそれぞれの経費の３０

パーセント以内の変更を除く。）、補助事業の内容の変更（補助目的の範囲内

で行う事業計画の細部の変更を除く。）又は事業主体を変更する場合において、

変更承認申請書（第４号様式）により知事の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合において、中止（廃止）承認申請書（第

５号様式）により知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合、補助事業の遂行が困難となった

場合等において、速やかにその旨を遅延等届出書（第６号様式）により知事に

報告してその指示を受けること。 

（４）知事は、補助事業の成果が、県内における建設業者等の新分野進出を促進す

る効果があると認めるときは、当該成果を発表することができること。 

 

（申請の取下げの期日） 

第７条  規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補

助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

 



 

 

（補助金の交付方法） 

第８条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。 

 

（補助金の請求） 

第９条 補助金の請求は、補助金請求書（第７号様式）を知事に提出して行うもの

とする。 

 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条の規定による報告は、実績報告書（第８号様式）により行

うものとする。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次の表のとおりとする。 

書類 様式 部数 

補助事業報告書 第９号様式 正本１部 

収支決算書 第３号様式 正本１部 

補助対象経費に係る支払証拠書類の写し － １部 

その他知事が必要と認める書類 － １部 

３ 第１項の実績報告を行うに当たっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額が

明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告するものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１１条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う

報告書（第１０号様式）を提出するものとする。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は

一部について、その返還を請求するものとする。 

 



 

 

別表（第４条関係） 

 

 

補助対象経費 

経費区分 内      容 

補助金額 

直接人件費 事業の実施（播種、育種、病害虫駆除、収穫、運搬

等）に直接関与する者の直接作業時間に対するもの

に限る。（ただし、補助対象経費総額の１／２を超え

ない額とする。） 

 

 

 

原材料、消

耗品費 

事業の実施に直接必要な原材料（エネルギー作

物の種子等）、副材料及び消耗品の購入に要す

る経費 

補助金の額は 

補助対象経費の

３分の１に相当

する額又は２０

万円のいずれか

低い額以内の額

とする。 

  
    

 



 

 

第１号様式（第５条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

申請者 
氏 名（名称及び代表者氏名）     印 

 

 

平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金交付申請書 

 

 平成２０年度において実施する青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金につい

て、補助金の交付を受けたいので、青森県補助金等の交付に関する規則第３条第１

項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

 

 (1) 補助事業に要する経費              円 

 

 (2) 補助金交付申請額                円 

 

３ 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

  補助事業の内容       別紙補助事業計画書（第２号様式）のとおり 

補助事業に要する経費の配分 別紙収支予算書（第３号様式）のとおり 

 

４ 補助事業完了予定年月日  平成  年  月  日 



 

 

第２号様式（第５条関係） 

補 助 事 業 計 画 書 

 

１ 事業内容 

名 称：  資本金：     千円 

代表者： (出資金) 

住 所： 従業員：      人 
申請者 

電 話：  

作付品種：         作付面積： 

 

 

 

事業概要 

 

実施担当者(部門)           

（播種、育成、収穫時作業体制、現場管理体制、データ管理体制等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な 

事業実施体制 

 

 

開始予定  平成  年  月  日 事業の実施日程 

完了予定  平成  年  月  日 

 

注 上記事項を簡潔かつ具体的に記載すること。必要に応じ既存参考資料を添付引用して差し支

えない。 



 

 

２ 事業費の積算明細                                                       （単位：円） 

経費区分 積算内容 事業費 補助対象経費 

直接人件費     

原材料、消耗品費     

その他の経費     

            合 計    

 

注１ 事業費には、消費税及び地方消費税(消費税等)を含めた額とすること。 

２ 経費区分には、別表の補助対象経費の経費区分と一致する経費のみを記入すること。 

３ 積算内容には、具体的に記載すること(単価×数量等などの算出根拠)。 

４ 積算の根拠となる資料（見積書等）の写しを提出すること。 

 



 

 

第３号様式（第５条及び第１０条関係） 

 

収 支 予 算（決 算）書 

 

 

（収入） 

（単位：円） 

（比較） 
区 分 予算額 （決算額） 

増 減 
備考 

県補助金      

自己負担金      

その他の収入      

計      

 

 

（支出） 

（単位：円） 

（比較） 
区 分 予算額 （決算額） 

増 減 
備考 

青森県エネル

ギー作物等栽

培試験 

     

 



 

 

第４号様式（第６条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金変更承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた青森県エネルギー作物等栽培試験について、下記のとおり変更したいので、

平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金交付要綱第６条第１号の規

定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

注 補助事業計画書及び収支予算書を添付し、事業内容については変更箇所に下線

を引くとともに、事業費の積算明細及び収支予算書については、変更前の額を上

段に（ ）書きし、変更後の額を下段に記載すること。 

 



 

 

第５号様式（第６条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金 

中止（廃止）承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた青森県エネルギー作物等栽培試験について、下記のとおり中止（廃止）し

たいので、平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金交付要綱第６条

第２号の規定により申請します。 

 

記 

 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 



 

 

第６号様式（第６条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金遅延等届出書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた青森県エネルギー作物等栽培試験について、平成２０年度青森県エネルギ

ー作物等栽培試験費補助金交付要綱第６条第３号の規定により下記のとおり届け出

ます。 

 

記 

 

 

１ ・予定の期間内に完了しない 

・補助事業の遂行が困難 

・その他（         ） 

 

２ 状況報告 

 

 

３ 今後の対応について 

 



 

 

第７号様式（第９条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金請求書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金として、下記のと

おり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額  金             円 

 

 

 

２ 振込先  金融機関名、支店名 

       預金種別及び口座番号 

       口座名義 

 

 



 

 

第８号様式（第１０条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け青監第   号をもって補助金の交付の決定の通知

を受けた青森県エネルギー作物等栽培試験を完了（廃止）したので、青森県補助金

等の交付に関する規則第１２条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告

します。 

 

記 

 

１ 補助金額  金            円 

 

（注）次の算式を明記すること。 

   補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額 

 

２ 補助事業完了年月日   平成  年  月  日 

 

３ 添付書類 

（１）補助事業報告書（第９号様式） 

（２）収支決算書（第３号様式） 

（３）補助対象経費に係る支払証拠書類の写し 

（４）その他



 

 

第９号様式（第１０条関係） 

 

補 助 事 業 報 告 書 

１ 事業経過 

事業名 
 

 

 

 

 

 

 

 

事業の概要 

 

実施担当者(部門)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実績及

び実施体制 

(データ等) 

 

 

 

開始  平成  年  月  日 
事業の実施日程 

完了  平成  年  月  日 

 



 

 

２ 事業費の支出明細                                                       （単位：円） 

経費区分 支出内容 支出費 補助対象額 

直接人件費     

原材料、消耗品費     

その他の経費     

            合 計    

 

注１ 支出額は、消費税及び地方消費税(消費税等)を含めた額とすること。 

２ 経費区分は、別表の補助対象経費の経費区分と一致する経費のみを記入すること。 

３ 支払証拠書類（見積書、納品書、請求書、領収書、振込依頼書、契約書（又は請書）、

保証書（新品の機器等の場合）等）の写しを提出すること。 

４ 人件費については、人件費算定説明資料（時間給積算等）及び支出が確認できる根拠資

料（給与明細書、給与支払台帳の写等）を提出すること。  



 

 

第１０号様式（第１１条関係） 

 

平成  年  月  日 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 
住 所 

補助事業者 
氏 名（名称及び代表者氏名）   印 

 

 

平成２０年度消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 

 

 平成２０年度青森県エネルギー作物等栽培試験費補助金交付要綱第１１条第１項

の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額（県が確定額通知書により通知した額）           円 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除額（Ａ） 

                                   円 

３ 消費税及び地方消費税の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額（Ｂ）                         円 

４ 補助金返還相当額（Ｂ－Ａ）                    円 

 

 

（備考） 

（１）別紙として積算の内訳を添付すること。 

（２）課税事業者の場合であっても、単純に補助金の５％相当額が消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額による減額等の対象額ではないので留意するこ

と。 

（３）補助事業の遂行に伴い課税売上が発生する場合には、消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額とする。 


